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平成２１年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

（一） （～２，１７１，９９９円）
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（五） （３，９７２，０００円～４，５７１，９９９円）
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（六） （４，５７２，０００円～５，１７１，９９９円）
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（七） （５，１７２，０００円～５，７７１，９９９円）
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（八） （５，７７２，０００円～６，３７１，９９９円）
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（備考）　給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、まず、この表

の「給与等の金額」欄の該当する行を求め、次にその行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記

載されている金額を求めます。この金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の

金額です。この場合において、給与等の金額が６，６００，０００円以上の人の給与所得控除後の給与等の金

額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める給与所得控除後の給与等

の金額とします。

※　国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/

index.htm）に掲載している「年末調整計算シート」（Excel）をご利用いただくと、給与所得控除後

の給与等の金額を簡単に求めることができます。
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（ 法 人 税 法 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 一 目 受 取 配 当 等 （ 第 二 十 三 条 � 第 二 十 四 条 ） 」 を 「 第 一 目 収 益 の 額 （ 第 二 十 二 条 の

第 一 目 の 二 受 取 配 当 等 （ 第 二 十

二 ）
三 条 � 第 二 十 四 条 ） 」 に 、「 第 四 十 一 条 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 」 に 、「 引 当 金 」 を 「 貸 倒 引 当 金 」 に 、「 第 二

款 確 定 申 告 （ 第 七 十 四 条 � 第 七 十 五 条 の 二 ） 」 を 「 第 二 款 確 定 申 告 （ 第 七 十 四 条 � 第 七 十 五 条 の

第 二 款 の 二 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 告 の 特

二 ）
例 （ 第 七 十 五 条 の 三 ・ 第 七 十 五 条 の 四 ） 」 に 、「 ・ 第 八 十 一 条 の 八 」 を 「 � 第 八 十 一 条 の 八 の 二 」 に 、「 第

二 款 連 結 確 定 申 告 （ 第 八 十 一 条 の 二 十 二 � 第 八 十 一 条 の 二 十 四 ） 」 を 「 第 二 款 連 結 確 定 申 告 （ 第

第 二 款 の 二 電 子 情 報 処 理

八 十 一 条 の 二 十 二 � 第 八 十 一 条 の 二 十 四 ）

組 織 に よ る 申 告 の 特 例 （ 第 八 十 一 条 の 二 十 四 の 二 ・ 第 八 十 一 条 の 二 十 四 の 三 ） 」 に 、「 第 百 四 十 四 条 の

二 」 を 「 第 百 四 十 四 条 の 二 の 三 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 十 二 号 の 八 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の 下 に 「 当 該 合 併 に 係 る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が

あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 」 を 「 に お け る 」 に 、「 の 業 務 を 」 を 「 及 び 当 該 適 格 合 併 に 係

る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 を 」 に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 合 併 法 人 （ 」 の 下 に

「 当 該 合 併 に 係 る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 」 を 「 に お け る 」

に 、「 を 含 む 」 を 「 及 び 当 該 適 格 合 併 に 係 る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 を 含 む 」 に 改

め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 一 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の 下 に 「 当 該 分 割 承 継 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る

法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と

の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 分 割 承 継 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 分 割 承 継 法

人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併

法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 四 ロ � 中 「 業

務 （ 」 の 下 に 「 当 該 被 現 物 出 資 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、

当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に

改 め 、 同 号 ロ � 中 「 被 現 物 出 資 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 被 現 物 出 資 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る

法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と の 間 に

完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 六 中 「 法 人 と の 間 に 」 の 下 に 「 こ れ ら の 法 人

に よ る 」 を 加 え 、 同 条 第 十 二 号 の 十 七 中 「 及 び 」 を 「 、 同 号 イ に 掲 げ る 行 為 に 係 る 同 号 イ の 一 に 満

た な い 端 数 の 株 式 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 行 為 に よ り 生 ず る 同 号 ロ に 規 定 す る 法 人 の 一 に 満 た な い 端 数

の 株 式 の 取 得 の 対 価 と し て 交 付 さ れ る 金 銭 そ の 他 の 資 産 及 び 」 に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の 下

に 「 当 該 株 式 交 換 等 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当

該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当 該 合 併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」

に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 株 式 交 換 等 完 全 子 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 株 式 交 換 等 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全

支 配 関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当

該 合 併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 八 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の

下 に 「 当 該 株 式 移 転 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当

該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当 該 合 併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」

に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 株 式 移 転 完 全 子 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 株 式 移 転 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全 支 配

関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当 該 合

併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 九 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 我 が 国 が 締 結 し た 所 得 に 対 す る 租 税 に 関 す る 二 重 課 税 の 回 避 又 は 脱 税 の 防 止 の た め

の 条 約 に お い て 次 に 掲 げ る も の と 異 な る 定 め が あ る 場 合 に は 、 そ の 条 約 の 適 用 を 受 け る 外 国 法

人 に つ い て は 、 そ の 条 約 に お い て 恒 久 的 施 設 と 定 め ら れ た も の （ 国 内 に あ る も の に 限 る 。 ） と す

る 。
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